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諮問庁：財務大臣 

諮問日：令和４年６月２１日（令和４年（行情）諮問第３７０号） 

答申日：令和４年１１月２４日（令和４年度（行情）答申第３３６号） 

事件名：特定期間に係る特定職員の公用車使用記録の不開示決定（不存在）に

関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

特定職員の特定期間の公用車使用記録（以下「本件対象文書」とい

う。）につき，これを保有していないとして不開示とした決定は，妥当で

ある。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和３年１１月１５日付け財会第４０

０９号により，財務大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行

った不開示決定（以下「原処分」という。）を取り消すべきであるとの決

定を求める。 

２ 審査請求の理由 

後日補充致します。以上 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

（１）令和３年９月６日付（同月９日受付）で，法３条に基づき，審査請求

人から処分庁に対し，本件対象文書について開示請求が行われた。 

（２）これに対して，処分庁は，法９条２項の規定に基づき，令和３年１１

月１５日付財会第４００９号により，本件対象文書について，保存期間

満了により廃棄しており，財務省において保有を確認できなかったこと

を理由とする不開示決定（原処分）を行った。 

（３）この原処分に対し，令和４年２月１７日付（同月２１日受付）で，行

政不服審査法２条に基づき，審査請求が行われたものである。 

２ 審査請求人の主張 

審査請求人の主張は，審査請求書の記載によると上記第２のとおりであ

る。 

３ 諮問庁としての考え方 

（１）本件対象文書について 

本件対象文書は，大臣官房会計課において運転者毎に日々の公用車の
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運行状況を記録した特定期間の運転日報のうち，特定職員の利用する公

用車に係るものである。 

（２）本件対象文書の保有の有無について 

本件対象文書は，財務省行政文書管理規則（平成２３年４月１日財務

省訓令第１０号）（以下「管理規則」という。）１５条６項２号に定め

る定型的・日常的な業務連絡，日程表等に該当する１年未満の行政文書

として管理しており，本件開示請求時点において，特定期間における運

転日報はすでに廃棄している。 

そのうえで，念のため，紙媒体・電子媒体を問わず本件対象文書が保

存されていないか探索を行ったものの，保有が確認できなかったことか

ら原処分を行ったものである。 

（３）審査請求書の不備について 

行政不服審査法１９条２項４号において，審査請求書には審査請求の

理由を記載しなければならないとされているところ，本件審査請求書に

当該記載が無いことから，諮問庁は審査請求人に対し，複数回に亘り審

査請求書の補正を求めたものの補正されていない。このため，本件審査

請求書の必要的記載事項には不備があることを付記する。 

４ 結論 

以上のことから，処分庁が法９条２項の規定に基づき行った原処分は妥

当であり，本件審査請求は棄却すべきものと考える。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和４年６月２１日   諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年１０月２７日    審議 

④ 同年１１月１７日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものである。 

諮問庁は，本件対象文書を保有していないとして不開示とした原処分を

妥当としていることから，以下，本件対象文書の保有の有無について検討

する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）本件対象文書の保有の有無について，当審査会事務局職員をして諮問

庁に確認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 

ア 財務省においては，運転者ごとに日々の公用車の運行状況を記録し

た運転日報を作成しており，特定期間における当該運転日報が本件対

象文書に該当すると考えられたため，担当部局の執務室，書庫及び共
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有フォルダ内のデータ等の探索を行ったが，本件対象文書に該当する

可能性のある文書の存在は確認できなかった。 

イ 当該担当部局の，特定期間に作成又は取得した文書が登録されてい

る特定年度Ａないし特定年度Ｂの行政文書ファイル管理簿を確認した

が，本件対象文書がつづられている可能性のある行政文書ファイルの

存在は確認できなかった。 

ウ 本件対象文書は，管理規則１５条６項２号に定める定型的・日常的

な業務連絡，日程表等に該当し，その保存期間を１年未満の行政文書

として管理しており，本件開示請求時点において，保存期間満了によ

り既に廃棄されていたものと考えられる。 

エ 念のため，本件審査請求を受けて，担当部局の執務室，書庫及び共

有フォルダ内のデータ等についても探索を改めて行ったが，本件対象

文書の存在は確認できなかった。 

（２）これを前提に検討すると，本件対象文書は公用車使用記録であること

から，公用車の日々の運行状況が記録された運転日報がこれに該当する

とした諮問庁の上記（１）アの説明は首肯できる。また，当審査会にお

いて，諮問庁から管理規則の提示を受けて確認したところ，その内容は

上記（１）ウの諮問庁の説明のとおりであると認められ，運転日報の使

用目的や日常的に作成されるものであることなどを考えると，その説明

が不合理，不自然とはいえない。さらに，諮問庁における上記（１）ア

及びエの２度にわたる文書探索の方法及び範囲も不十分とはいえない。 

（３）本件開示請求時点において本件対象文書は既に廃棄されている可能性

が高いこと，探索によってもその存在を確認できなかったこと，他に本

件対象文書の存在をうかがわせる事情も認められないことからすると，

財務省において本件対象文書を保有しているとは認められない。 

３ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，財務省において本件対象文書を保有している

とは認められず，妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 小林昭彦，委員 白井玲子，委員 常岡孝好 


